
市営野庭住宅（Ｉ街区）建替事業　入札説明書等に関する質問に対する回答（２月28日先行公表分）

番号 該当頁 項目名 質問 回答

1-2 入札説明書 8 3 3.1 3.1.2. (2) a （a） 入札参加者の参加
資格要件（共通）

・・・入札有資格者名簿(設計・測量等関係)との
記載がありますが、測量等関係の測量許可の資格
は不要との見解で宜しいでしょうか。ご教示願い
ます。

「3.1.2(2)入札参加者の参加資格要件（業務
別）」に記載のない企業については、「3.1.2(1)
入札参加者の参加資格要件（共通）」の要件を満
たす必要があるほか、業務の実施にあたり、法令
上求められる資格は必要です。

1-3 入札説明書 12 4 4.3 4.3.2 (1) 質問の受付 提出先「１０．４関連情報を入手するための照会
窓口等」を参照は10.5の誤植ではないでしょう
か。

ご指摘のとおりです。「10.5. 関連情報を入手す
るための照会窓口等」に修正します。

1-4 入札説明書 13 4 4.3 4.3.3 現地見学会の開催 提出先「１０．４関連情報を入手するための照会
窓口等」を参照は10.5の誤植ではないでしょう
か。

ご指摘のとおりです。「10.5. 関連情報を入手す
るための照会窓口等」に修正します。

1-5 入札説明書 14 4 4.3 4.3.4 資格審査書類の受
付及び審査

提出先「１０．４関連情報を入手するための照会
窓口等」を参照は10.5の誤植ではないでしょう
か。

ご指摘のとおりです。「10.5. 関連情報を入手す
るための照会窓口等」に修正します。

1-6 入札説明書 14 4 4.3 4.3.6 入札参加資格確認
結果の理由説明の
申立て

提出先「１０．４関連情報を入手するための照会
窓口等」を参照は10.5の誤植ではないでしょう
か。

ご指摘のとおりです。「10.5. 関連情報を入手す
るための照会窓口等」に修正します。

1-7 入札説明書 14 4 4.3 4.3.7 入札提出書類の提
出

提出先「１０．４関連情報を入手するための照会
窓口等」を参照は10.5の誤植ではないでしょう
か。

ご指摘のとおりです。「10.5. 関連情報を入手す
るための照会窓口等」に修正します。

1-8 入札説明書 15 4 4.3 4.3.9 提案書に対する事
業者ﾋｱﾘﾝｸﾞ及びﾌﾟ
ﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

プレゼンテーション実施時期、内容を後日連絡を
すると記載がありますが、いつごろを想定してい
るのでしょうか。令和7年4月以降での連絡となり
ますと提案書作成業務にも支障が出てきますの
で、想定内容のアウトラインでも構わないのでご
教示願います。

プレゼンテーションの実施日及び内容について
は、令和７年７月中旬を目安に連絡する予定で
す。
現時点におけるプレゼンテーションの内容として
は、最初に提案書に関するプレゼンテーションを
行い、続いて横浜市民間資金等活用事業審査委員
会（以下、「PFI審査委員会」という。）がヒア
リングを行うこととし、プレゼンテーション：15
～20分、ヒアリング：30～40分の合計45～60分を
想定しています。
また、プレゼンテーション前に、PFI審査委員会
から確認・質問事項があれば、事前にお送りしま
すので、プレゼンテーション時に回答をお願いし
ます。
なお、PFI審査委員会ではプレゼンテーションの
内容を受け、事前にお送りした確認・質問事項以
外についても適宜ヒアリングを実施します。

1-9 入札説明書 17 4 4.3 4.3.12 入札の辞退 提出先「１０．４関連情報を入手するための照会
窓口等」を参照は10.5の誤植ではないでしょう
か。

ご指摘のとおりです。「10.5. 関連情報を入手す
るための照会窓口等」に修正します。

2-1 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

既存住宅等図面 令和4年7月5日の「建築計画の考え方について」
のなかでの既存図面（竣工図）において、Ｉ-1号
棟の東側2階建て部分の平面図がありませんでし
た。入札公告以降に配布予定の既存住宅等図面に
は図示されていますか。ご教示願います。

図示されています。
「参考資料１：既存住宅等図面」における6-1～7
の老人同居室関連の図面が該当しますので、ご確
認ください。

なお、参考資料１から５については、希望者に個
別に配布しております。
参考資料１～５のデータ送付を希望される場合
は、件名を「【野庭Ⅰ街区要求水準書参考資料送
付希望】（事業者名）」としてkc-
shieijigyo@city.yokohama.lg.jp宛にメールにて
ご連絡ください。

2-2 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

既存住宅等図面 令和4年7月5日の「建築計画の考え方について」
のなかでの既存図面（竣工図）において、集会室
の東側の増築部分（スロープ含む）の平面図があ
りませんでした。入札公告以降に配布予定の既存
住宅等図面には図示されていますか。ご教示願い
ます。

図示されておりません。
既存図は参考であり、既存図がない部分も含め現
況優先とご理解ください。

該当箇所 （見出し記号）資料名



市営野庭住宅（Ｉ街区）建替事業　入札説明書等に関する質問に対する回答（２月28日先行公表分）

番号 該当頁 項目名 質問 回答該当箇所 （見出し記号）資料名

2-8 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 (5) ア 電線共同溝 電線共同溝の仕様については「市及び関係機関等
と協議のうえ仕様を決定する」とあります。入札
参加業者が公平となるためには入居者移転支援費
と同様に、無電柱化工事費の金額を統一すべきと
考えますが如何でしょうか。

提案段階における無電柱化の手法については、電
線共同溝方式（従来方式）を採用できるものと仮
定してください。
なお、電線共同溝の整備が事業期間内に完了する
ことを想定して工程表を作成してください。
用語の定義、仕様、概算額等については、「横浜
市無電柱化推進計画（平成 30 年 12 月）」を参
考にしてください。
落札者決定後、市及び関係機関等と事業スケ
ジュールも含め協議した結果、電線共同溝方式の
採用が困難な場合は他の方式に変更することを認
めます。この場合、新築住宅等整備用地内に電
柱・電線等を移設することも、電柱・電線等の無
電柱化の手法として認められる場合があります。

2-9 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 （５） ア 公共施設整備等の
基本的な考え方

上水道・下水道、ガス、電気、通信等のインフラ
施設整備の内「電柱・電線等の無電中化に係る電
線共同溝の設置を検討し、市及び関係機関等と協
議の上仕様を決定する。」とありますが一般的な
用語定義で「無電柱化」・「電線共同溝」・「電
線共同溝方式」など幅広い用語定義について基本
的な設計思想として本市はどのように捉えており
ますか。

2-8の回答を参照してください。

2-10 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 （５） ア 公共施設整備等の
基本的な考え方

本PFI事業において、電線共同溝・無電柱化事業
の検討に際し本市より上位組織・団体等の許認可
取得については本市で実施されるとの考え方でよ
ろしいでしょうか。事業の進行役割分担について
どのようにご検討されているのか本市の見解を求
めます。

PFI事業者により実施していただきます。

2-11 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 （５） ア 公共施設整備等の
基本的な考え方

「電線共同溝」の設置検討に際し、起業者であり
道路管理者である本市が事業区間を策定し、電力
事業者、通信事業者、ケーブルテレビ事業者、有
線放送用ケーブル、その他電線管理者、地域住
民、まちづくり協議会等の全ての関係諸機関に調
整を図り、本PFI事業に掛かる設計思想等をご提
示され、ご理解と合意形成を得る基本姿勢として
捉えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

PFI事業者が主体となり、市及び関係機関と協議
のうえ、事業区間の決定、関係諸機関等との調整
を図っていただきます。

2-12 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 （５） ア 公共施設整備等の
基本的な考え方

電線共同溝の設置検討に際し、起業者及び道路管
理者である本市が初期段階において関係諸機関・
沿道住民・他企業との基本的合意形成を図るもの
とし、電線共同溝の設置に伴い新たに設置される
地上機器、連係設備、引込設備等の基本計画なら
びに地中占用物・道路付属物の支障移設に掛かる
工事費用負担者を含め設計・施工等について基本
的スケジュールと役割分担についてどのようにご
検討されているのか本市の見解を求めます。

2-8の回答を参照してください。

2-13 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 （５） ア 公共施設整備等の
基本的な考え方

上水道・下水道、ガス、電気、通信等のインフラ
施設整備の内「電柱・電線等の無電中化に係る電
線共同溝の設置を検討し、市及び関係機関等と協
議の上仕様を決定する。」とありますが路線選定
より予備設計・詳細設計・施工に掛かるまでのス
ケジュール感をもってすれば、道路管理者・関係
者・諸機関等とすべての事業説明より合意形成に
至るまでに本PFI事業の契約工事期間満了を迎え
る事態が往々に予想されますがこの点について本
市の見解を求めます。

2-8の回答を参照してください。



市営野庭住宅（Ｉ街区）建替事業　入札説明書等に関する質問に対する回答（２月28日先行公表分）

番号 該当頁 項目名 質問 回答該当箇所 （見出し記号）資料名

2-14 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 （５） ア 公共施設整備等の
基本的な考え方

上水道・下水道、ガス、電気、通信等のインフラ
施設整備の内「電柱・電線等の無電中化に係る電
線共同溝の設置を検討し、市及び関係機関等と協
議の上仕様を決定する。」とありますが道路管理
者・関係者・諸機関との合意形成に至る以前に本
PFI事業の契約工事期間満了を迎えた場合、「電
線共同溝計画」の計画立案・事業進捗に投下した
事業者側の発生費用について本体PFI事業の発生
費用増減とは切り離し別途、ご請求・ご精算の考
え方でよろしいでしょうか。ご教示願います。

2-8の回答を参照してください。

2-15 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 （５） ア 公共施設整備等の
基本的な考え方

「電線共同溝計画」が本体PFI事業契約期間中途
で工期末を迎えた場合、計画立案・事業進捗（施
工含む）に投下した事業者側発生諸費用について
増減精算に対するお考えをご提示願います。

2-8の回答を参照してください。

2-16 要求水準書【市営
住宅整備等業務
編】

11 3 2 （５） ア 公共施設整備等の
基本的な考え方

上水道・下水道、ガス、電気、通信等のインフラ
施設整備の内「電柱・電線等の無電中化に係る電
線共同溝の設置を検討し、市及び関係機関等と協
議の上仕様を決定する。」とありますが現段階に
おいて、数量・仕様等根拠となるものが明確にさ
れていないので金額の算出は不可能と思われます
がいかがでしょうか。ご教示願います。

2-8の回答を参照してください。

3-2 要求水準書（案）
【入居者移転支援
編】

2 2 （1） ア 移転計画業務 「移転またはが・・・」は誤植ではないでしょう
か。

ご指摘のとおりです。「本移転、住替え移転また
は退去が・・・」に修正します。

3-4 要求水準書（案）
【入居者移転支援
編】

25 6 （4） (ウ） 仮決定への意見聴
取

「この場合、市は、市は修正・・・」は誤植では
ないでしょうか。

ご指摘のとおりです。重複部分を削除します。

6-1 様式集 13 3-3 入札参加
者の企業
構成表

企業記号
様式3-3で定める企業記号を用いて・・・。との
記載がありますが、任意記号で構わないでしょう
か。ご教示願います。

「Ａ社、Ｂ社、Ｃ社～」としてください。例え
ば、代表企業・構成企業が合わせて６社の場合は
Ａ社～Ｆ社と記述してください。

6-2 様式集 17 3-7 資格申告
書

事業契約まで期間があるため、複数名の配置技術
者候補を挙げておきたいのですが、、その場合は
様式3-7を複数作成して提出してよろしいでしょ
うか。ご教示願います。

様式3-7の配置技術者の欄を適宜追加していただ
いて構いません。
なお、建設業務期間中においては、原則、変更は
認めません。
傷病や退職などやむを得ない場合は、市の承認を
得たうえで変更可能とします。
また、建設業務期間以外の期間については、入札
説明書3.1.2(2)b(e)の条件を満たしたえで変更可
能とします。

6-3 様式集 21 3-11 法人税納
税証明書

法人税納税証明書の提出ですが、「種類・証明を
うけようとする項目・事業年度」をご教示願いま
す。

納税証明書（その３の３）を提出してください。

6-4 様式集 21 3-11 消費税納
税証明書

法人税納税証明書の提出ですが、「種類・証明を
うけようとする項目・事業年度」をご教示願いま
す。

納税証明書（その３の３）を提出してください。

6-5 様式集 21 3-11 商業登記
簿謄本

商業登記簿謄本の証明する事項をご教示願いま
す。

履歴事項全部証明書を提出してください。

6-6 様式集 21 3-11 経営事項
審査に係
る客観的
点数を証
する書類
の写し

経営事項審査に係る客観的点数を証する書類の写
しは申請時の最新のものという見解でよろしいで
しょうか。ご教示願います。

ご理解のとおりです。
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番号 該当頁 項目名 質問 回答該当箇所 （見出し記号）資料名

6-7 様式集 21 3-11 企業の業
務実績を
証明でき
る資料
（契約書
の写し
等）

企業の業務実績を証明できる資料（契約書の写し
等）について、コリンズでの実績証明として可能
でしょうか。ご教示願います。

ご理解のとおりです。


